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医療用解熱鎮痛薬等の安定供給に関する 相談窓口について 

（ 対象医薬品・ 相談方法の追加）  

 

 

医薬品の安定供給につき ま し ては、 平素よ り 御尽力いただき 、 厚く 御礼申 

し 上げま す。  

標記の相談窓口の設置については、 令和４ 年12月14日付「 医療用解熱鎮痛

薬等の安定供給に関する 相談窓口の設置及び協力依頼」（ 事務連絡） にて、 御

連絡し たと こ ろです。  

市場の供給量を 確認する と 、 主要な解熱鎮痛薬については、 新型コ ロ ナウ

イ ルス 感染症の流行以前の約1. 5倍ま で、 ト ラ ネキサム酸については、 約2. 3

倍ま でそれぞれ増産さ れている 一方で、 主要な鎮咳薬（ 咳止め） の供給量に

ついては、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の流行以前の約85％ま で生産量が低下

し ており 、 ま た主要な去痰薬の供給量については、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染

症の流行以前と 同程度ではある も のの、 メ ーカー在庫が減少し ている 状況で

す。  

厚生労働省と いたし ま し ては、 こ れま で日本医薬品卸売業連合会に対し て、

発熱外来や新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の患者を 受け入れている 医療機関、 当

該医療機関から の処方せんを 受け入れている 薬局において、 解熱鎮痛薬等が

不足し ている 場合には、 優先的に解熱鎮痛薬等を 供給し ていただく よ う 依頼

を し てき たと こ ろです。  

し かし ながら 、 一部の薬局（ 特に個店など 比較的小規模の薬局） 等におい

ては、 解熱鎮痛薬等、 特に鎮咳薬の入手が困難になっ ている と と も に、 去痰

薬の入手も 困難と なっ ている 状況である と 承知し ていま す。  

こ う し た状況等を 踏ま えま し て、 以下の対応を 実施さ せていただく こ と と

し ま し たので、 ご理解と ご協力をお願いし ま す。  
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（ 対象医薬品の追加）  

・ 相談窓口の対象医薬品と し て、 解熱鎮痛薬、 ト ラ ネキサム 酸及び鎮咳薬に

加え、 新たに去痰薬を追加し ま し た。  

 

（ 相談方法の追加）  

・ 従来、 医療機関や薬局から 個別に相談を いただいていたこ と に加え、 地域

の実情に応じ て、 地域の医師会や薬剤師会単位で、 対象の医薬品の不足に

ついて、 地域の団体で取り ま と めた相談についても 受け付ける こ と と いた

し ま し た。  

その際、 薬局同士など で、 必要に応じ て、 不足する 医薬品を 融通し てい

ただく こ と も 考えら れま す。  

 

（ 留意事項）  

・ 対象医薬品の追加、 相談方法の追加については、 10 月 10 日（ 火） から 開始

する 予定です。  

・ 特に鎮咳薬及び去痰薬については、 製造販売業者及び医薬品卸売販売業者

においても 在庫量が限ら れており 、 医薬品卸売販売業者において可能な範

囲での対応と なり ま す。  

・ 本取組が、 数量が限ら れている 医療上必要な医薬品の在庫品の偏在を 防ぐ

こ と を 目的と し ている 都合上、 特に個店など 比較的小規模の薬局を 優先す

る こ と と なり ま す。  

 


